
事業概要

○全ての公立小・ 中学校・ 県立学校に、 公認心理師等のＳ Ｃ （ スク ールカウンセラー） を配置
○Ｓ Ｃに指導助言等を行う Ｓ Ｖ （ スーパーバイザー） を、 各教育事務所管内に配置

○Ｓ Ｃ 活用事例 ○負担軽減のポイ ント

こ の事業ででき る こ と 心理についての専門的な知見をも と に、 課題解決を目指すこ と ができ る 。

スク ールカウンセラー等配置事業
困り 、 負担に感じ ている こ と 複雑化・ 多様化する困り や心理的な悩みを抱える児童生徒と 保護者が増加し ており 、 対応に苦慮し ている 。
県教委担当部署（ 連絡先） 学校安全・ 安心支援課（ 0 9 7 -5 0 6 -5 5 4 6 ）

HP等詳細掲載場所 https ://w w w .p re f .o ita .jp /s ite /kyoiku/scg u id e line .h tm l

○児童生徒へのカウンセリ ング

○カウンセリ ング等に関する教職員及び保護者に

対する指導や援助

○児童生徒のカウンセリ ング等に関する情報収集

及び提供

○その他、 児童生徒のカウンセリ ング等に関し 、

各学校で必要と 認められる事項

職務内容

欠席や保健室登校が続いていた生徒が徐々に外出への不安を訴え、 学校以外の場面にも 参加できなく

なったため、 担任や養護教諭を通じ てスク ールカウンセラ ーと 面談。 本人や保護者の同意のも と 、 Ｓ Ｃ 面

談や医療機関における情報を共有。 校内教育支援センターの活用や、 Ｓ Ｃ 面談を継続、 症状緩和のため医

療機関受診や通院加療を行う こ と になった。 遅刻や早退、 欠席はあるが、 ク ラ ス内に話せる友人ができ 、

学校生活の中心が教室へと 変わっていった。 不安が高まったと きは保健室や校内教育相談支援ルームをう

ま く 活用し 、 担任や養護教諭、 教育相談コーディ ネーター、 Ｓ Ｃ と の相談も 継続し て実施している 。

☆こ の他、 いじ めに関する相談や家庭の貧困に関する相談事例などがあり ます。 教育相談に関する困り ご

と があれば、 遠慮なく Ｓ Ｃ へご相談く ださ い。

・ Ｓ Ｃ を活用する こ と で、 児童生

徒対応において適切な役割分担が

可能になった。

・ ク ラ ス担任一人の悩みが、 Ｓ Ｃ

に相談する こ と で、 組織的な対応

につながった。 課題解決にも Ｓ Ｃ

が大きな役割を果たし 、 教員の負

担軽減につながった。
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事業概要
○学校現場において、 貧困によ る不登校を含めた家庭環境に起因する様々な課題を抱える児童生徒を生活支援等の関係機関（ 児童相談所・
福祉事務所等） に繫げる Ｓ Ｓ Ｗ（ ス ク ールソ ーシャルワーカー） の配置によ り 学校を支援する 。
○Ｓ Ｓ Ｗに指導助言等を行う Ｓ Ｖ （ スーパーバイザー） を、 学校安全・ 安心支援課に配置

○Ｓ Ｓ Ｗ活用事例 ○負担軽減のポイ ント

こ の事業ででき る こ と 福祉についての専門的な知見をも と に、 課題解決を目指すこ と ができ る 。

スク ールソ ーシャルワーカー配置事業
困り 、 負担に感じ ている こ と 複雑化・ 多様化する困り や心理的な悩みを抱える児童生徒と 保護者が増加し ており 、 対応に苦慮し ている 。
県教委担当部署（ 連絡先） 学校安全・ 安心支援課（ 0 9 7 -5 0 6 -5 5 4 7 ）

HP等詳細掲載場所 https ://w w w .p re f .o ita .jp /s ite /kyoiku/2 0 0 0 3 0 1 .htm l

○問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ

○関係機関等と のネッ ト ワーク の構築、 連携・ 調整

○学校内におけるチーム体制の構築、 支援

○保護者、 教職員等に対する支援・ 相談・ 情報提供

○研修会等での助言

○県教委、 市町村教委、 学校の校長が要請する児童生

徒への支援に関する業務

職務内容

・ 生徒Aは体調不良によ る遅刻早退で欠課時数増。 保護者への連絡がつきにく く 、 Ｓ Ｓ Ｗへ介入依頼。

ケース会議で課題整理を行い、 医療受診につなぎ、 Aは起立性調節障害と 診断。 発達検査でも 特性が顕著。

登校時の支援策も 親子へ提案したが登校には結びつかず。 ひと り 親家庭でダブルワーク の保護者の心労も

あり 、 Ｓ Ｓ Ｗが定期的に面談継続。 また、 主治医の助言でAの社会的自立を視野に、 Ｓ Ｓ Ｗと ＭＳ Ｗ（ 医

療ソ ―シャルワーカー） が連携。 受診時に親子に対し て転学や就労についての選択肢も ある こ と を説明し 、

支援が途切れないよ う 同意を得て市のひき こ も り 支援担当課に情報提供し た。

・ Ｓ Ｓ Ｗはケース会議を開催し 、 生徒の見守り と 親族への連絡は学校が、 医療機関等と の連携はＳ Ｓ Ｗが

役割分担する こ と と し た。

・ Ｓ Ｓ Ｗを活用する こ と で、 児童

生徒対応において適切な役割分担

が可能になった。

・ 関係機関と の連携が迅速になっ

た。

・ 組織対応によ る 「 分業・ 協働」

で、 早期解決につながり 、 教職員

の負担軽減につながった。
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事業概要
○児童生徒に対するいじ めの未然防止と 、 いじ め等にかかる学校の対応力向上をねら いと し て、 平成３ ０ 年度から Ｓ Ｌ （ ス ク ールロ イ ヤー）
活用事業を実施。 法律の専門家が、 各学校における法的側面から のいじ めの予防教育の推進や、 生徒指導に関する法的相談への対応等、 諸課題
の解決支援を行う 。

こ の事業ででき る こ と ス ク ールロ イ ヤーに法的相談ができたり 、 校内研修やいじめ予防授業の講師と し て活用でき る

スク ールロイ ヤー活用事業
困り 、 負担に感じ ている こ と いじ め、 ト ラ ブル、 学校事故など学校で発生する多様な問題に対し 、 法律の観点が分から ない。
県教委担当部署（ 連絡先） 学校安全・ 安心支援課（ 0 9 7 -5 0 6 -5 5 4 7 ）

HP等詳細掲載場所 https ://w w w .p re f .o ita .jp /s ite /kyoiku/school-la w ye r.htm l

＜活用①＞

いじめの未然防止のため

の法教育の観点からの授業

を行う 。 また、 校内研修に

参加し 、 学校における適切

ないじめ対応はどう あるべ

きかについて、 校内研修に

おける事例検討会やケース

会議に参加し 、 講師を行う 。

＜活用②＞

保護者からの訴えに対し

て、 学校はすぐに回答する

のではなく 、 Ｓ Ｌ に相談し 、

法律に照ら して、 どのよ う

に対応すべきかアド バイス

を受けた後に回答。 具体的

には、 面談・ 電話にて学校

の相談活動を行う 。

主訴 概要
いじめ 保護者間のト ラ ブルについて
保護者DV 情報提供可否について
学校事故 学校施設利用時の事故について

法的相談の事例

＜研修参加者の声＞

・いじめは法律でしっかり禁止

されているとわかった。SNSで

の人との付き合いは気をつけ

ないといけないとわかった。(小

学校児童）

・学校がやるべきことの線引き

が確認できてよかった。抱え込

まず、組織的に動けるように心

がけたい。（高校教諭）

・これまでは対応に悩んで、何度も職員会議をもっていた

が、ＳＬから法的に問題が無いというアドバイスを受けたこ

とで、会議時間が短縮できた

・法律に照らしたアドバイスを受けたことで、保護者に対応

する際に、不安が無くなった

※活用方法は、学校安

全・安心支援課のＨＰ内

に掲載している「スクー

ルロイヤー活用事業実

施要項」をご覧ください。
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事業概要
○いじめに関する相談窓口 ○大分県内の不登校を考える親の会

　 ～不登校を経験し た保護者同士のつながり ができ ます。

○大分県内にある教育支援センター

こ の事業ででき る こ と 学校以外の窓口に相談し た内容について、 情報共有を図る こ と で、 課題解決を目指すこ と ができ る 。

教育相談に関する外部相談窓口①
困り 、 負担に感じ ている こ と 悩みや困り があるが学校に相談をする こ と ができない児童生徒・ 保護者がいる 。
県教委担当部署（ 連絡先） 学校安全・ 安心支援課（ 0 9 7 -5 0 6 -5 5 7 5 ）

HP等詳細掲載場所 https ://w w w .p re f .o ita .jp /s ite /kyoiku/souda n.h tm l

※大分県内の教育支援センターはHPでご覧く ださ い。

http s ://w ww .p re f .o ita .jp/s ite /kyo iku/kyoikucent

e r.h tm l ※大分県内の不登校を考える親の会

【 ２ ４ 時間子供Ｓ ＯＳ ダイヤル】 （ 学校安全・ 安心支援課）

○フリ ーダイヤル 0 1 2 0 -0 -7 8 3 1 0 （ なやみいおう ）

【 いじ め相談（ メ ール） 】 （ 学校安全・ 安心支援課）

○「 いじ め」 等について､メ ールによる相談窓口を開設しています。

メ ールによる相談窓口はこ ちら no-ij ime@p re f .o ita .lg .jp

【 いじ め匿名連絡サイ ト スク ールサイ ン】 （ 学校安全・ 安心支援課）

○スマート フォンやパソ コンから 、 「 いじ め」 等について匿名で連絡が

できる窓口を開設しています。 県が連絡を受け、 学校と 共有し ます。

大分県では、 県教育センターにある 「 ポラ ンの広場」 をはじめ、 １ ７

市町に 教育支援センターが開設されています。

【 主な活動内容】 それぞれの教育支援センターで多少異なり ますが、

概ね、 以下の活動を行い、 不登校児童生徒の学校復帰及び社会的自立

を目指しています。

１ ． 来所・ 電話・ 訪問相談など不登校児童生徒及び保護者への支援

２ ． 不登校児童生徒に対する学習や体験活動等のプログラ ム

３ ． 関係機関と の連携、 親の会の活動 等
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事業概要
○生徒指導支援チーム ○大分県学校問題相談窓口

○警察と の連携

こ の事業ででき る こ と 県教委から の学校への指導助言や保護者面談を通し て対応の方向性について糸口を見つける こ と ができ る 。

教育相談に関する外部相談窓口②
困り 、 負担に感じ ている こ と 生徒指導事案が複雑化し たり 、 学校の対応に納得し ない家庭について、 学校だけでの対応が困難になる 。
県教委担当部署（ 連絡先） 学校安全・ 安心支援課（ 0 9 7 -5 0 6 -5 5 7 5 ）

HP等詳細掲載場所 https ://w w w .p re f .o ita .jp /s ite /kyoiku/g s-ma dog uch i.h tm l

生徒指導事案が発生し 、 学校から派遣要請があった場合には、 児童福祉や

更生保護の専門家等で構成する 「 生徒指導支援チーム」 を派遣し 、 問題事

案の早期解決の支援や児童生徒へのカウンセリ ング、 周囲の児童生徒のケ

アなどを行います。

【 警察と の連携】

学校と 警察が連携を密にし 、 再非行の防止、 被害の拡大防止、 児童生

徒の健全育成の観点から 、 児童生徒の問題行動等に係る 『 学校と 警察

の連絡制度』 を実施

【 警察と の相互連絡制度に関する協定】

児童生徒の問題行動や被害事案等については、 学校だけで対応するこ

と が困難な状況も見られるこ と から 、 児童生徒の非行及び犯罪被害の

未然防止並びに安全確保を図るため、 学校と 警察の連絡体制を制度化

し 、 『 学校と 警察と の相互連絡制度に関する協定』 を県教育委員会と

警察本部と の間で締結しました

学校だけでは解決が難しい保護者や地域住民と の間で生じた問題等について相談

に応じ 、 助言を通して、 学校・ 教員の負担軽減を図る 。 県教育委員会に学校問題

相談窓口を設置し 、 学校管理職経験者である学校問題相談コーディ ネーターを配

置し 、 組織的に学校を支援する 。 コーディ ネーターは相談者の話を聴き 、 事実関

係を整理したう えで、 解決に向けた助言等を行う 。 相談内容によっては、 専門家

（ 弁護士、 警察等） から の助言を受けたう えで回答をし ます。
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